
三沢市デマンド型乗合タクシー運行業務に係る公募型プロポーザル実施

要領

（令和７年１１月４日制定）

１ 趣旨

この要領は、三沢市デマンド型乗合タクシー運行業務に係る契約の相手方と

なる事業者の選定にあたり、価格のみならず民間の事業者が保有している幅広

いアイデアや提案を求めるため採用する公募型プロポーザル方式の実施方法等、

必要な事項を定めるものとする。

２ 業務概要

⑴ 業務名

三沢市デマンド型乗合タクシー運行業務

⑵ 業務内容

三沢市デマンド型乗合タクシー運行業務委託仕様書のとおり

⑶ 業務期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

３ 予算額

１時間１台あたり９，９００円（消費税及び地方消費税額を含む）を上限と

する。

ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規

模を示すためのものであることに留意すること。

４ 実施形式

公募型プロポーザル方式



５ 日程

６ 参加資格

本プロポーザルに応募することができる者は、参加意向申出書の提出期限の

日から契約締結までの間、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しないこと。

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされていないこと。

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員がその役員となっている法人その他

日 程 内 容

令和７年１１月 ７日（金）から

令和７年１１月２１日（金）まで

公告

令和７年１１月２１日（金）

午後４時３０分まで

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、

午前９時から午後４時３０分まで

参加申込期限

令和７年１１月２１日（金）

午後４時３０分まで

質疑提出期限

令和７年１１月２８日（金） 質疑回答

令和７年１２月１２日（金）

午後４時３０分まで

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、

午前９時から午後４時３０分まで

企画提案書等提出期限

令和８年 １月 ８日（木）【予定】 プレゼンテーション・ヒアリング審査

令和８年 １月１４日（水）【予定】 結果通知



暴力団員が経営に関与していないと認められるもので、適正な競争を妨げ

る恐れがないと認められるもの。

⑷ 類似した業務の実績及び遂行能力を有していること。

⑸ 令和７年度三沢市競争入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」と

いう。）に登録されていること。（登録がない場合は⑺を参照）

⑹ 三沢市建設業者指名停止要領（昭和６０年１１月１日制定）並びに三沢

市物品及び役務業者指名停止要領（平成１４年９月４日制定）に基づく指

名停止を受けていないこと。

≪有資格者名簿に登録がない場合≫

⑺ 国税及び地方税について滞納がないこと。

７ 質疑応答

質疑がある場合は、次の手順により提出すること。

⑴ 提出方法 質問書（様式第２号）により、ＦＡＸ又は電子メールで提出

すること。件名は、「三沢市デマンド型乗合タクシー運行業

務に係るプロポーザルの問合せについて（会社名）」とする

こと。

⑵ 提出期限 令和７年１１月２１日（金）午後４時３０分まで

⑶ 回答方法 令和７年１１月２８日（金）午後５時までに、参加者からの

質問及び回答の全てを市ウェブサイト

（https:/www.city.misawa.lg.jp/）で公開する。

⑷ そ の 他 提出期限を過ぎたもの又は指定した方法以外での質問は一切

受け付けない。

８ 参加申込手続

⑴ 提出書類

ア 参加申込書（様式第１号）

イ 会社概要（様式第３号）



ウ 業務実績調書（様式第４号）

エ 誓約書（様式第５号）

オ 印鑑証明書

≪有資格者名簿に登録がない場合≫

カ 法人事業者にあっては、商業登記法に基づく現在事項全部証明書又は

履歴事項全部証明書

キ 個人事業者にあっては、営業の事実が確認できる書類及び身分証明書

ク 財務諸表

申請日直近１年分に係る貸借対照表、損益計算書等

ケ 納税証明書

納税証明書については、国税、都道府県税及び市町村税のすべてにつ

いて提出すること。

⑵ 提出方法 持参又は郵送（簡易書留又は書留郵便に限る。）による。

郵送による場合は、提出期限までの必着とすること。

⑶ 提出期間 令和７年１１月２１日（金）午後４時３０分まで

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、

午前９時から午後４時３０分まで

９ 参加資格の審査・審査結果の通知

この実施要領に定める資格基準に基づき審査し、当該審査結果を申込み全者

に参加資格審査結果通知書（様式第６号）により通知する。

なお、参加資格が満たないと判断された事業者は、当該通知を受けた翌日か

ら起算して７日以内にその理由の説明を求めることができるものとする。

10 企画提案書等の作成及び提出

⑴ 提出書類・必要部数

ア 企画提案書（任意様式） １０部



イ 業務実施体制図 １０部

ウ 参考見積書 １部

⑵ 提出方法 持参又は郵送（簡易書留又は書留郵便に限る。）による。

郵送による場合は、提出期限までの必着とすること。

⑶ 提出期限 令和７年１２月１２日（金）午後４時３０分まで

ただし、土曜、日曜及び祝日を除く、

午前９時から午後４時３０分まで

11 審査について

⑴ 実 施 日 令和８年１月８日（木）【予定】

⑵ 実施方法 参加資格要件を満たす者の中から、提出された企画提案書等

について書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを実

施し、公募型プロポーザル審査委員会が審査する。

⑶ 審査項目等 別紙「評価基準表」により、プロポーザル審査委員ごとに採

点を行い、審査委員総合計が最高点となる提案を行った事業

者１者を候補者とする。なお、合計点が同じ場合は、見積額

の安価な事業者を上位とする。また、合計点が満点の６割以

上であることを選定の条件とする。

⑷ 留意事項 プレゼンテーションに必要な機材（ノートパソコン、ＨＤＭ

Ｉケーブル等）は、事業者が持参すること。なお、プロジェ

クター及びスクリーンについては、市が会場に準備したもの

を使用すること。

12 審査結果

審査結果の通知は、審査を受けたもの全員に対し、プロポーザル審査結果通

知書（様式第７号）により令和８年１月１４日（水）付け【予定】で通知する。

審査等に対しては、異議申立てはできないものとする。



13 契約の締結

契約内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、本市と候補者が

協議を行い決定する。ただし、本市と候補者との間で協議が整わないときは、

次点の提案者を新たな候補者として協議を行う。

14 その他

⑴ 提出書類の取扱いについて

ア 提出されたすべての書類は返却しない。

イ 提出後の差替え及び加除修正は認めない。

ウ 企画提案書の提出は１者につき１案とする。

エ 本市が必要と認める場合には追加資料の提出を求める場合がある。

⑵ 失格事項について

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。

ア 参加資格要件を満たしていない場合

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ 実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の

留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

オ プレゼンテーション及びヒアリングに正当な理由なく欠席した場合

カ 参考見積書の金額が、あらかじめ示された提案上限額を超過した場合

⑶ 参加辞退について

参加表明後の辞退については、参加辞退届（任意様式）を提出すること。

⑷ 必要経費について

提出書類の作成及び提出並びにプレゼンテーション参加に係る費用など必

要な経費は、全て提案事業者の負担とする。なお、やむを得ず本プロポーザ

ルによる事業者選定が中止等になった場合でも、全て提案事業者が負担する

こと。

⑸ 情報公開及び提供について

提出された企画提案書については、三沢市情報公開条例の規定による請求



があった場合、第三者に開示することがある。ただし、提出者が事業を営む

上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる

情報は非開示となる場合があるので、この情報に該当する部分がある場合は、

あらかじめ文書により申し入れすること。

なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響を及ぼ

す恐れのある情報については、決定後の開示とする。

⑹ 言語及び通貨単位について

手続きにおいて使用する言語及び通貨単位については、日本語及び日本円

とする。

15 問い合わせ・提出先

三沢市地域公共交通会議事務局（三沢市政策部政策調整課）

〒033-8666 三沢市桜町一丁目１番３８号

電 話 0176-53-5111（内線539）

ＦＡＸ 0176-52-5656

電子メール msw_seisaku@misawashi.aomori.jp



別紙

三沢市デマンド型乗合タクシー運行業務に係る公募型プロポーザル

評 価 基 準 表

１ 審査の基本方針

⑴ 審査にあたり、企画提案に対する配点については、三沢市地域公共交通

会議が本業務の事業者に要求する事項の必要性または重要性を勘案して設

定する。

⑵ 審査委員1人あたりの持ち点は100点とする。

⑶ 各審査委員を合計し、合計評価点の最も高い提案者を選定する。

２ 審査項目及び配点

審査項目及び配点は、下表のとおりとする。

審査項目 詳細項目（審査基準） 配点

Ⅰ．業務実施方

針及び実施体制
・業務を十分理解し、仕様を熟知している

か。
5

25

・これまでの実証運行を踏まえた実施方針と

なっているか。
5

・安全性に対する具体的な取り組みはある

か。
5

・業務を安定的に実施することができる体制

が見込めるか。
5

・乗務員に対する指導・教育体制は整ってい

るか
5

Ⅱ．企画提案内容 ・仕様書を踏まえた具体的な提案がなされて

いるか。
20

75

・地域特性を理解し、効果的かつ実現性の高

い提案となっているか。
20

・利用者の利便性向上を図るために効果的か

つ現実的な取組が示されているか。
10

・独自性のある優れた追加提案が示されてい

るか。
10

・障害等発生時の対応や、セキュリティ確保

のための措置が十分講じられているか。
10

・見積価格が上限額内であり、提案内容に対

して金額が妥当であるか。
5

合計 100



３ 審査項目の評価方法

⑴ 参加事業者が1者の場合は、当該事業者に係る企画提案の合計評価値が

350点を超えたときに限り、当該事業者を選定するものとする。

⑵ 合計評価点の最も高い者が同点で複数あった場合は、見積金額の低い方

を選定する。

４ 審査時の留意事項

⑴ 審査の公平性を保つため、プレゼンテーション・ヒアリングの際、審査

委員には、企画提案者の企業名を伏せて実施する。また、審査員について

も氏名を伏せるものとする。

⑵ 審査対象は、予め提出された企画提案書等に記載されている内容とし、

プレゼンテーション時において、それ以外の新たな提案があった場合は審

査の対象外とする。

⑶ ヒアリングは基本的に、一問一答とする。


